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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配布装置と複数の配布対象装置をネットワークで接続したシステムのインストール方式
であって、
前記配布対象装置は、
前記配布装置から配布されたソフトウェアの初期インストールからの差分情報を登録する
手段と、
前記差分情報を前記配布装置に送信する手段と、
前記配布装置から配布された配布用マスタファイルを受信してインストールする手段とを
備え、
前記配布装置は、
配布ソフトウェアのマスタファイルを保持する手段と、
前記配布対象装置から差分情報を受信して保持する手段と、
複数の前記配布対象装置から受信した差分情報を複数の前記配布対象装置に共通の差分情
報とそれぞれの前記配布対象装置に固有の差分情報とに分ける手段と、
前記マスタファイルに前記共通の差分情報を反映して更新マスタファイルを作成する手段
と、
前記更新マスタファイルに前記固有の差分情報を反映して配布用マスタファイルを作成す
る手段と、
前記配布用マスタファイルを前記配布対象装置に配布する手段とを備える、
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ことを特徴とするインストール方式。
【請求項２】
　配布装置と複数の配布対象装置をネットワークで接続したシステムのインストール方法
であって、
前記配布装置は、
配布ソフトウェアのマスタファイルを保持し、
前記配布対象装置は、
前記配布装置から配布された前記配布ソフトウェアの初期インストールからの差分情報を
登録し、
前記差分情報を前記配布装置に送信し、
前記配布装置は、
前記配布対象装置から差分情報を受信して保持し、
複数の前記配布対象装置から受信した差分情報を複数の前記配布対象装置に共通の差分情
報とそれぞれの前記配布対象装置に固有の差分情報とに分け、
前記マスタファイルに前記共通の差分情報を反映して更新マスタファイルを作成し、
前記更新マスタファイルに前記固有の差分情報を反映して配布用マスタファイルを作成し
、
前記配布用マスタファイルを前記配布対象装置に配布し、
前記配布対象装置は、
前記配布装置から配布された前記配布用マスタファイルを受信してインストールする、
ことを特徴とするインストール方法。
【請求項３】
　配布装置と複数の配布対象装置をネットワークで接続したシステムの前記配布装置であ
って、
配布ソフトウェアのマスタファイルを保持する手段と、
前記配布ソフトウェアを複数の前記配布対象装置に配布する手段と、
前記配布装置から配布された前記配布ソフトウェアの初期インストールからの差分情報を
登録し前記差分情報を前記配布装置に送信する複数の前記配布対象装置から前記差分情報
を受信して保持する手段と、
複数の前記配布対象装置から受信した差分情報を複数の前記配布対象装置に共通の差分情
報とそれぞれの前記配布対象装置に固有の差分情報とに分ける手段と、
前記マスタファイルに前記共通の差分情報を反映して更新マスタファイルを作成する手段
と、
前記更新マスタファイルに前記固有の差分情報を反映して配布用マスタファイルを作成す
る手段と、
前記配布用マスタファイルをインストールする複数の前記配布対象装置に前記配布用マス
タファイルを配布する手段とを備える、
ことを特徴とする配布装置。
【請求項４】
　配布装置と複数の配布対象装置をネットワークで接続したシステムの前記配布装置のプ
ログラムであって、
前記配布装置に、
配布ソフトウェアのマスタファイルを保持する機能、
前記配布ソフトウェアを複数の前記配布対象装置に配布する機能、
前記配布装置から配布された前記配布ソフトウェアの初期インストールからの差分情報を
登録し前記差分情報を前記配布装置に送信する複数の前記配布対象装置から前記差分情報
を受信して保持する機能、
複数の前記配布対象装置から受信した差分情報を複数の前記配布対象装置に共通の差分情
報とそれぞれの前記配布対象装置に固有の差分情報とに分ける機能、
前記マスタファイルに前記共通の差分情報を反映して更新マスタファイルを作成する機能
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、
前記更新マスタファイルに前記固有の差分情報を反映して配布用マスタファイルを作成す
る機能、
前記配布用マスタファイルをインストールする複数の前記配布対象装置に前記配布用マス
タファイルを配布する機能、
を実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インストール方式およびインストール方法ならびに配布装置およびそのプロ
グラムに関し、特に、マスタイメージならびに運用中に発生する差分情報を用いて迅速な
インストールを行うインストール方式およびインストール方法ならびに配布装置およびそ
のプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、入力装置から入力される文字列に基づいて、システムコマンド文字列
を検索し、それ以降に入力される文字列により変更対象ファイルのファイル名を特定し、
このファイル名により特定された変更対象ファイルの設定変更情報を自動的に記憶すると
共に、再インストールの際に、記憶した変更対象ファイルの設定変更情報を読み出して、
変更対象ファイルのファイル名により、再インストールされた各種ファイルの設定情報を
変更する、コンピュータの設定変更情報の自動取得および変更方法が記載されている。
【０００３】
　また、特許文献２には、ネットワークを介して複数の受信側コンピュータへ、各受信側
コンピュータで用いるソフトウェアを配信するシステムであって、元のソフトウェアをバ
ージョンアップする際に、最新バージョンと各受信側コンピュータでのバージョンとを比
較して、その対象ソフトウェアがどの受信側コンピュータにインストールされるべきか判
別し、さらに各受信側コンピュータ別にインストールするソフトウェアに必要なカスタマ
イズ情報を差分の情報として管理しておき、実際の配信時には、対象ソフトウェアの共通
部分と差分部分とを組み合わせることにより各受信側コンピュータ毎のソフトウェアを作
成し、バージョンアップが必要な受信側コンピュータだけに配信を行う構成とする、ソフ
トウェア配信システムとそれに用いるプログラムを記録した記録媒体が記載されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－９９２６７号公報
【特許文献２】特開平１１－２７２４７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した背景技術では、以下のような問題点がある。
【０００６】
　すなわち、特許文献１では、コンピュータに再インストールした後に、記憶していた設
定変更情報を用いて設定情報を変更しなければならないことである。コンピュータが複数
存在する場合には設定情報の変更を個々に行わなければならない。
【０００７】
　また、特許文献２では、各ＰＣでインストール後に行った設定更新情報を保持管理して
いないため、配信されたソフトウェアをインストールした後に各ＰＣで各々設定更新作業
を行わなければならない。
【０００８】
　このように、インストールした後に個々に設定更新作業を行わなければならないので、
時間がかかり煩わしいということである。
【０００９】
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　本発明の目的は、上記の問題点を解決し、オペレーティングシステムおよびアプリケー
ションの構成情報そのものに変化が発生した場合や構成情報ファイルの追加／削除があっ
た場合に配布手段を備えるマネージャ側でそれらの変更情報を管理して配布ファイルに反
映させて迅速なインストールを行うインストール方式およびインストール方法ならびに配
布装置およびそのプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本願第１の発明のインストール方式は、配布装置と複数の配布対象装置をネットワーク
で接続したシステムのインストール方式であって、前記配布対象装置は、前記配布装置か
ら配布されたソフトウェアの初期インストールからの差分情報を登録する手段と、前記差
分情報を前記配布装置に送信する手段と、前記配布装置から配布された配布用マスタファ
イルを受信してインストールする手段とを備え、前記配布装置は、配布ソフトウェアのマ
スタファイルを保持する手段と、前記配布対象装置から差分情報を受信して保持する手段
と、複数の前記配布対象装置から受信した差分情報を複数の前記配布対象装置に共通の差
分情報とそれぞれの前記配布対象装置に固有の差分情報とに分ける手段と、前記マスタフ
ァイルに前記共通の差分情報を反映して更新マスタファイルを作成する手段と、前記更新
マスタファイルに前記固有の差分情報を反映して配布用マスタファイルを作成する手段と
、前記配布用マスタファイルを前記配布対象装置に配布する手段とを備える。
【００１３】
　本願第２の発明のインストール方法は、配布装置と複数の配布対象装置をネットワーク
で接続したシステムのインストール方法であって、前記配布装置は、配布ソフトウェアの
マスタファイルを保持し、前記配布対象装置は、前記配布装置から配布された前記配布ソ
フトウェアの初期インストールからの差分情報を登録し、前記差分情報を前記配布装置に
送信し、前記配布装置は、前記配布対象装置から差分情報を受信して保持し、複数の前記
配布対象装置から受信した差分情報を複数の前記配布対象装置に共通の差分情報とそれぞ
れの前記配布対象装置に固有の差分情報とに分け、前記マスタファイルに前記共通の差分
情報を反映して更新マスタファイルを作成し、前記更新マスタファイルに前記固有の差分
情報を反映して配布用マスタファイルを作成し、前記配布用マスタファイルを前記配布対
象装置に配布し、前記配布対象装置は、前記配布装置から配布された前記配布用マスタフ
ァイルを受信してインストールする、ことを特徴とする。
【００１５】
　本願第３の発明の配布装置は、配布装置と複数の配布対象装置をネットワークで接続し
たシステムの前記配布装置であって、配布ソフトウェアのマスタファイルを保持する手段
と、前記配布ソフトウェアを複数の前記配布対象装置に配布する手段と、前記配布装置か
ら配布された前記配布ソフトウェアの初期インストールからの差分情報を登録し前記差分
情報を前記配布装置に送信する複数の前記配布対象装置から前記差分情報を受信して保持
する手段と、複数の前記配布対象装置から受信した差分情報を複数の前記配布対象装置に
共通の差分情報とそれぞれの前記配布対象装置に固有の差分情報とに分ける手段と、前記
マスタファイルに前記共通の差分情報を反映して更新マスタファイルを作成する手段と、
前記更新マスタファイルに前記固有の差分情報を反映して配布用マスタファイルを作成す
る手段と、前記配布用マスタファイルをインストールする複数の前記配布対象装置に前記
配布用マスタファイルを配布する手段とを備える。
【００１７】
　本願第４の発明のプログラムは、配布装置と複数の配布対象装置をネットワークで接続
したシステムの前記配布装置のプログラムであって、前記配布装置に、配布ソフトウェア
のマスタファイルを保持する機能、前記配布ソフトウェアを複数の前記配布対象装置に配
布する機能、前記配布装置から配布された前記配布ソフトウェアの初期インストールから
の差分情報を登録し前記差分情報を前記配布装置に送信する複数の前記配布対象装置から
前記差分情報を受信して保持する機能、複数の前記配布対象装置から受信した差分情報を
複数の前記配布対象装置に共通の差分情報とそれぞれの前記配布対象装置に固有の差分情
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報とに分ける機能、前記マスタファイルに前記共通の差分情報を反映して更新マスタファ
イルを作成する機能、前記更新マスタファイルに前記固有の差分情報を反映して配布用マ
スタファイルを作成する機能、前記配布用マスタファイルをインストールする複数の前記
配布対象装置に前記配布用マスタファイルを配布する機能、を実現させる。

【発明の効果】
【００１８】
　本発明の効果は、迅速なインストールを行うことができることである。
【００１９】
　その理由は、配布対象装置から受信した差分情報をマスタファイルに反映して配布用マ
スタファイルを作成し、配布対象装置に配布するようにしたからである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明は、計算機上で既にオペレーティングシステム（ＯＳ）ソフトウェアおよびアプ
リケーション（ＡＰ）ソフトウェアが稼動している環境において、あらかじめ用意された
オペレーティングシステムとアプリケーションのマスタイメージならびに運用中にそれら
から発生する差分情報を用い、なんらかの障害発生時に、迅速なオペレーティングシステ
ムとアプリケーションの再インストール方法を提唱するものである。
【００２１】
　より具体的には、複数の計算機がネットワークにて接続され、特定の計算機（配布装置
と称す）が特定の計算機を除く他の計算機（配布対象装置と称す）にソフトウェアを配布
するシステムを想定する。このシステムにおいて、各配布対象装置は初期インストール状
態からの差分情報を採取する。配布装置は複数の配布対象装置間で発生する差分情報を比
較し、共通な差分情報とそうでない固有な差分情報とに分ける。共通な差分情報をマスタ
イメージに反映させマスタ更新イメージを作成する。そして、ある配布対象装置で再イン
ストールが必要になった時に、マスタ更新イメージに該配布対象装置固有な差分情報を反
映させて、運用中の該配布対象装置上で構成されていたソフトウェアの複製と等価である
イメージファイル（オブジェクトバイナリ（実行形式）ファイル）を作成し、該配布対象
装置に配布（送信）する。該配布対象装置は配布（送信）されたソフトウェアをインスト
ールする。
【００２２】
　このようにして、再インストール時に必要となる差分情報の反映処理の軽減を図り迅速
な再インストールを行なうことができる。
【００２３】
　次に、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００２４】
　先ず、図１～図５，図７～図８および図１０を用いて、本発明の第１の実施例の構成に
ついて説明する。
図１は本発明の第１の実施例の構成を示す図である。
図２は差分情報管理エージェント／マネージャの構成を示す図である。
図３は計算機１および計算機２を説明する図である。
図４は計算機３を説明する図である。
図５は共通差分情報と固有差分情報を説明する図である。
図７はＯＳ更新イメージとＡＰ更新セットを説明する図である。
図８はＯＳ更新イメージとＡＰ更新セットを説明する図である。
図１０はＯＳイメージとＡＰセットを説明する図である。
【００２５】
　図１を参照すると、本発明の第１の実施例は、計算機１と、計算機２と、計算機３とを
備えている。計算機１と計算機２と計算機３とは、ネットワークで接続されている。なお
、本例では、計算機３が配布装置であり、計算機１と計算機２とが配布対象装置である。
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【００２６】
　計算機１は、プログラム制御で動作し、主記憶装置１１と、中央演算処理装置１２と、
外部記憶装置１３とを含み、差分情報管理エージェント１４を有している。また、計算機
１は、計算機３から配布（送信）されたソフトウェア（ＯＳあるいはＡＰ）を受信してイ
ンストールするインストール手段（図示せず）を有している。
【００２７】
　主記憶装置１１は、中央演算処理装置１２によって実行されるプログラムや各種データ
等を格納する。
【００２８】
　中央演算処理装置１２は、計算機１全体を制御する。
【００２９】
　外部記憶装置１３は、主記憶装置１１の補助記憶として機能し、例えば磁気ディスク装
置等である。
【００３０】
　差分情報管理エージェント１４は、図２に示すように、差分情報管理手段１４１と、Ｏ
Ｓ差分情報取得手段１４２と、ＡＰ差分情報取得手段１４３と、差分情報送信手段１４４
とを備えている。
【００３１】
　差分情報管理手段１４１は、計算機１における差分情報（初期インストール後に実行さ
れた設定変更等の情報で、ＯＳに関する変更情報とＡＰに関する変更情報とを含む）を外
部記憶装置１３等に登録して管理する。ＯＳに関する変更情報をＯＳ差分情報と称し、Ｏ
Ｓインストール後にＯＳを更新した情報、例えばＯＳ設定情報や追加／削除されたファイ
ル情報やパッチ情報などの情報である。ＡＰに関する変更情報をＡＰ差分情報と称し、Ａ
Ｐインストール後にＡＰを更新した情報、例えば追加でインストールまたは削除されたア
プリケーションの情報やアプリケーションが生成／削除するファイル情報やパッチ情報な
どの情報である。
【００３２】
　ＯＳ差分情報取得手段１４２は、外部記憶装置１３等に登録されている差分情報の中か
らＯＳに関する差分情報を抽出して取得し、ＯＳ差分情報１５として外部記憶装置１３等
に保持する（図３参照）。
【００３３】
　ＡＰ差分情報取得手段１４３は、外部記憶装置１３等に登録されている差分情報の中か
らＡＰに関する差分情報を抽出して取得し、ＡＰ差分情報１６として外部記憶装置１３等
に保持する（図３参照）。
【００３４】
　差分情報送信手段１４４は、外部記憶装置１３等からＯＳ差分情報１５とＡＰ差分情報
１６とを読み出して計算機３に送信する。
【００３５】
　計算機２は、プログラム制御で動作し、主記憶装置２１と、中央演算処理装置２２と、
外部記憶装置２３とを含み、差分情報管理エージェント２４を有している。また、計算機
２は、計算機３から配布（送信）されたソフトウェア（ＯＳあるいはＡＰ）を受信してイ
ンストールするインストール手段（図示せず）を有している。
【００３６】
　主記憶装置２１と中央演算処理装置２２と外部記憶装置２３とは、計算機１のそれらと
同等の機能を有する。
【００３７】
　差分情報管理エージェント２４は、図２に示すように、差分情報管理手段２４１と、Ｏ
Ｓ差分情報取得手段２４２と、ＡＰ差分情報取得手段２４３と、差分情報送信手段２４４
とを備えている。差分情報管理エージェント２４は、差分情報管理エージェント１４と同
等の機能を有し、ＯＳ差分情報２５とＡＰ差分情報２６とを抽出して取得し（図３参照）
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、計算機３に送信する。
【００３８】
　計算機３は、プログラム制御で動作し、主記憶装置３１と、中央演算処理装置３２と、
外部記憶装置３３とを含み、差分情報管理マネージャ３４とＯＳマスタイメージ３５とＡ
Ｐマスタセット３６とを有している。
【００３９】
　主記憶装置３１は、中央演算処理装置３２によって実行されるプログラムや各種データ
等を格納する。
【００４０】
　中央演算処理装置３２は、計算機３全体を制御する。
【００４１】
　外部記憶装置３３は、主記憶装置３１の補助記憶として機能し、例えば磁気ディスク装
置等である。
【００４２】
　差分情報管理マネージャ３４は、図２に示すように、差分情報管理手段３４１と、ＯＳ
イメージ配布手段３４２と、ＡＰセット配布手段３４３と、差分情報受信手段３４４と、
差分情報反映手段３４５と、共通差分情報取得手段３４６と、共通差分情報反映手段３４
７とを備えている。
【００４３】
　差分情報管理手段３４１は、差分情報受信手段３４４から渡されたＯＳ差分情報１５お
よびＡＰ差分情報１６ならびにＯＳ差分情報２５およびＡＰ差分情報２６を外部記憶装置
３３に登録し管理する。
【００４４】
　ＯＳイメージ配布手段３４２は、ＯＳイメージを作成し、計算機１あるいは計算機２に
対して配布する。
【００４５】
　ＡＰセット配布手段３４３は、ＡＰセットを作成し、計算機１あるいは計算機２に対し
て配布する。
【００４６】
　差分情報受信手段３４４は、計算機１からＯＳ差分情報１５およびＡＰ差分情報１６な
らびに計算機２からＯＳ差分情報２５およびＡＰ差分情報２６を受信し（図４参照）、外
部記憶装置３３等に格納する。
【００４７】
　差分情報反映手段３４５は、ＯＳ更新イメージ３７に対し、ＯＳ固有差分情報３５２を
反映して計算機１上で稼動していたものと等価のＯＳイメージ３９を作成する（図１０参
照）。あるいは、ＯＳ更新イメージ３７に対し、ＯＳ固有差分情報３５３を反映して計算
機２上で稼動していたものと等価のＯＳイメージを作成する。更に、ＡＰ更新セット３８
に対し、ＡＰ固有差分情報３６２を反映して計算機１上で稼動していたものと等価のＡＰ
セット４０を作成する（図１０参照）。あるいは、ＡＰ更新セット３８に対し、ＡＰ固有
差分情報３６３を反映して計算機２上で稼動していたものと等価のＡＰセットを作成する
。
【００４８】
　共通差分情報取得手段３４６は、２つの計算機の差分情報を比較し、共通差分情報と固
有差分情報とに分ける。例えば、外部記憶装置３３等からＯＳ差分情報１５およびＯＳ差
分情報２５を読み出す。そして、ＯＳ差分情報１５とＯＳ差分情報２５とを比較し、計算
機１と計算機２とに共通なＯＳ共通差分情報３５１と、計算機１に固有なＯＳ固有差分情
報３５２と、計算機２に固有なＯＳ固有差分情報３５３とに分けて外部記憶装置３３等に
保存する（図５参照）。また、ＡＰ差分情報１６とＡＰ差分情報２６とを比較し、計算機
１と計算機２とに共通なＡＰ共通差分情報３６１と、計算機１に固有なＡＰ固有差分情報
３６２と、計算機２に固有なＡＰ固有差分情報３６３とに分けて外部記憶装置３３等に保
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存する（図５参照）。
【００４９】
　共通差分情報反映手段３４７は、ＯＳマスタイメージ３５に対しＯＳ共通差分情報３５
１を反映してＯＳ更新イメージ３７を作成し保存する（図７参照）。例えばＯＳマスタイ
メージ３５にＯＳ共通差分情報であるパッチ情報を上書きして保存する。また、ＡＰマス
タセット３６に対しＡＰ共通差分情報３６１を反映してＡＰ更新セット３８を作成し保存
する（図７参照）。更に、ＯＳ更新イメージ３７に対しＯＳ共通差分情報３５１を反映し
てＯＳ更新イメージ３７を更新し保存する（図８参照）。また、ＡＰ更新セット３８に対
しＡＰ共通差分情報３６１を反映してＡＰ更新セット３８を更新し保存する（図８参照）
。
【００５０】
　ＯＳマスタイメージ３５は、ＯＳのオブジェクトバイナリ（実行形式）マスタファイル
である。ＯＳマスタイメージ３５は、外部記憶装置３３等に格納されている。計算機１お
よび計算機２のＯＳは、ＯＳマスタイメージ３５をベースとしている。
【００５１】
　ＡＰマスタセット３６は、ＡＰのオブジェクト（実行形式）マスタファイルとＡＰで使
用するファイルを含んでいる。ＡＰマスタセット３６は、外部記憶装置３３等に格納され
ている。計算機１および計算機２のＡＰは、ＡＰマスタセット３６をベースとしている。
【００５２】
　次に、本発明の第１の実施例の動作について、図面を用いて詳細に説明する。
【００５３】
　先ず、計算機１および計算機２が差分情報を採取して計算機３が差分情報を格納するま
での動作について、図１～図４および図１１を用いて詳細に説明する。
図１１は差分情報管理エージェントの動作の流れを示す図である。
【００５４】
　計算機１の差分情報管理エージェント１４は、ＯＳ差分情報取得手段１４２およびＡＰ
差分情報取得手段１４３を用い、あらかじめ定められた時間間隔で計算機１に格納されて
いるオペレーティングシステムの差分情報（図３のＯＳ差分情報１５）およびアプリケー
ションの差分情報（図３のＡＰ差分情報１６）を取得する（図１１のステップＡ１～ステ
ップＡ２）。
【００５５】
　このとき、差分情報管理手段１４１は、前回取得したＯＳ差分情報およびＡＰ差分情報
との間に差分が生じない場合、ＯＳ差分情報１５およびＡＰ差分情報１６を更新しない。
【００５６】
　差分情報送信手段１４４は、あらかじめ定められた時間間隔で、ＯＳ差分情報１５およ
びＡＰ差分情報１６を計算機３に送信する（図１１のステップＡ３）。
【００５７】
　計算機３の差分情報管理マネージャ３４では、差分情報受信手段３４４によりＯＳ差分
情報１５およびＡＰ差分情報１６を格納する（図４参照）。
【００５８】
　同様に、計算機２も、ＯＳ差分情報２５およびＡＰ差分情報２６を採取し（図３参照）
、計算機３に送信する。計算機３はＯＳ差分情報２５およびＡＰ差分情報２６を格納する
（図４参照）。
【００５９】
　次に、差分情報からＯＳ更新イメージとＡＰ更新セットを作成するまでの動作について
、図１，図２，図５～図９および図１２を用いて詳細に説明する。
図６は計算機３を説明する図である。
図９は計算機３を説明する図である。
図１２は差分情報管理マネージャの動作の流れを示す図である。
【００６０】
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　計算機３の共通差分情報取得手段３４６は、計算機１のＯＳ差分情報１５と計算機２の
ＯＳ差分情報２５との比較を行う（図１２のステップＢ１）。
【００６１】
　計算機１と計算機２に共通なＯＳの差分情報（図５のＯＳ共通差分情報３５１）と計算
機１に固有な差分情報（ＯＳ固有差分情報３５２）と計算機２に固有な差分情報（ＯＳ固
有差分情報３５３）とを取得する（図１２のステップＢ２）。そして、計算機３に格納す
る（図６参照）。
【００６２】
　同様に、共通差分情報取得手段３４６は、計算機１のＡＰ差分情報１６と計算機２のＡ
Ｐ差分情報２６との比較を行う（図１２のステップＢ３）。
【００６３】
　計算機１と計算機２に共通なＡＰの差分情報（図５のＡＰ共通差分情報３６１）と計算
機１に固有な差分情報（ＡＰ固有差分情報３６２）と計算機２に固有な差分情報（ＡＰ固
有差分情報３６３）とを取得する（図１２のステップＢ４）。そして、計算機３に格納す
る（図６参照）。
【００６４】
　共通差分情報取得手段３４６は、ＯＳのマスタイメージ３５に対しＯＳ共通差分情報３
５１を反映させ、ＯＳ更新イメージ３７（図７参照）を作成する（図１２のステップＢ５
）。そして、計算機３に格納する（図９参照）。
【００６５】
　同様に、共通差分情報取得手段３４６は、ＡＰマスタセット３６に対しＡＰ共通差分情
報３６１を反映させ、ＡＰ更新セット３８（図７参照）を作成する（図１２のステップＢ
６）。そして、計算機３に格納する（図９参照）。
【００６６】
　既に、計算機３上にＯＳ更新イメージ３７またはＡＰ更新セット３８が存在する場合は
、共通差分情報取得手段３４６は、ＯＳ更新イメージ３７に対しＯＳ共通差分情報３５１
を反映し、改めてＯＳ更新イメージ３７を更新する。
【００６７】
　同様に、共通差分情報取得手段３４６は、ＡＰ更新セット３８に対しＡＰ共通差分情報
３６１を反映し、ＡＰ更新セット３８も更新する（図８参照）。
【００６８】
　次に、ＯＳイメージとＡＰセットを作成して配布するまでの動作について、図１，図２
，図１０および図１３を用いて詳細に説明する。
図１３は差分情報管理マネージャの動作の流れを示す図である。
【００６９】
　計算機１において何らかの障害が発生すると、計算機１は計算機３に通報する。差分情
報管理マネージャ３４の差分情報反映手段３４５は、ＯＳ更新イメージ３７に対しＯＳ固
有差分情報３５２を反映させる（図１３のステップＣ１）。そして、計算機１に格納され
ていたオペレーティングシステムの複製を作成する（図１０のＯＳイメージ３９）。
【００７０】
　ＯＳイメージ配布手段３４２は、計算機１に対しＯＳイメージ３９を配布する（図１３
のステップＣ２）。
【００７１】
　差分情報反映手段３４５は、ＡＰ更新セット３８に対しＡＰ固有差分情報３６２を反映
させる（図１３のステップＣ３）。そして、計算機１上で稼動していたアプリケーション
セットを作成する（図１０のＡＰセット４０）。
【００７２】
　ＡＰセット配布手段３４３は、計算機１に対しＡＰセット４０を配布する（図１３のス
テップＣ４）。
【００７３】
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　計算機１で障害が発生した場合、以上の処理を行なうことで、計算機１で稼動していた
オペレーティングシステムとアプリケーションを復旧することができる。
【００７４】
　また同様に、計算機２で障害が発生した場合には、計算機２は計算機３に通報する。差
分情報反映手段３４５は、ＯＳ更新イメージ３７に対しＯＳ固有差分情報３５３を反映し
てＯＳイメージを作成する。ＯＳイメージ配布手段３４２は、計算機２に対しＯＳイメー
ジを配布する。差分情報反映手段３４５は、ＡＰ更新セット３８に対しＡＰ固有差分情報
３６３を反映してＡＰセットを作成する。ＡＰセット配布手段３４３は、計算機２に対し
ＡＰセットを配布する。
【００７５】
　上記の処理を行うことで、計算機１あるいは計算機２において障害が発生した場合、計
算機１あるいは計算機２上で稼動していたオペレーティングシステムとアプリケーション
環境の復旧を、迅速に行なうことができる。以下のような効果を奏する。
【００７６】
　第１の効果は、２つの計算機に対して適用可能なイメージファイルを作成することであ
る。その第１の理由は、２つの計算機間で共通な差分情報を個々の計算機間で固有な差分
情報とに分けるからである。その第２の理由は、２つの計算機間で常に共通な差分情報の
みをイメージファイルに反映させるからである。
【００７７】
　第２の効果は、アプリケーション環境の復旧を行なうことである。その理由は、稼動中
のオペレーティングシステム環境とアプリケーション環境からの差分情報を分けて取得す
るからである。
【００７８】
　第３の効果は、構成情報の追加／削除、あるいは構成情報ファイルの追加／削除といっ
た変更点を差分情報として内包することにより、それらの管理／更新手段を別途用意する
必要が無いことである。
【００７９】
　次に、本発明の第２の実施例について説明する。
【００８０】
　本発明の第２の実施例は、計算機４が新たに加わる点ならびに差分情報管理マネージャ
に最大差分情報取得手段５４６と最大差分情報反映手段５４７が加わる点で、第１の実施
例と異なる。
【００８１】
　先ず、本発明の第２の実施例の構成について、図１４および図２２を用いて詳細に説明
する。
図１４は本発明の第２の実施例の構成を示す図である。
図２２は差分情報管理エージェント／マネージャの構成を示す図である。
【００８２】
　図１４を参照すると、本発明の第２の実施例は、計算機１と、計算機２と、計算機４と
、計算機５とを備えている。計算機１と計算機２と計算機４と計算機５とは、ネットワー
クで接続されている。なお、本例では、計算機５が配布装置であり、計算機１と計算機２
と計算機４とが配布対象装置である。
【００８３】
　計算機４は、主記憶装置４１と、中央演算処理装置４２と、外部記憶装置４３と、差分
情報管理エージェント４４とを含んでいる。計算機４は、計算機１と同等の機能を有して
いる。
【００８４】
　計算機５は、主記憶装置３１と、中央演算処理装置３２と、外部記憶装置３３とを含み
、差分情報管理マネージャ５４とＯＳマスタイメージ３５とＡＰマスタセット３６とを有
している。
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【００８５】
　図２２を参照すると、差分情報管理エージェント４４は、差分情報管理手段４４１と、
ＯＳ差分情報取得手段４４２と、ＡＰ差分情報取得手段４４３と、差分情報送信手段４４
４とを備えている。
【００８６】
　また、差分情報管理マネージャ５４は、差分情報管理手段３４１と、ＯＳイメージ配布
手段３４２と、ＡＰセット配布手段３４３と、差分情報受信手段３４４と、差分情報反映
手段３４５と、最大差分情報取得手段５４６と、最大差分情報反映手段５４７とを備えて
いる。
【００８７】
　次に、本発明の第２の実施例の動作について、図面を用いて詳細に説明する。
【００８８】
　先ず、計算機１，計算機２および計算機４が差分情報を採取して計算機５が差分情報を
格納するまでの動作について、図１１，図１４～図１６および図２２を用いて詳細に説明
する。
図１５は計算機１，計算機２および計算機４を説明する図である。
図１６は計算機５を説明する図である。
【００８９】
　計算機１、計算機２および計算機４では、図１１に示すフローチャートに従い、ＯＳ差
分情報１５とＡＰ差分情報１６，ＯＳ差分情報２５とＡＰ差分情報２６およびＯＳ差分情
報４５とＡＰ差分情報４６を取得する（図１５参照）。そして、計算機５の差分情報管理
マネージャ５４に送信する（図１６参照）。
【００９０】
　次に、差分情報からＯＳ更新イメージとＡＰ更新セットを作成するまでの動作について
、図１４，図１７～図１９および図２１～図２２を用いて詳細に説明する。
図１７は最大差分情報と固有差分情報を説明する図である。
図１８はＯＳ更新イメージとＡＰ更新セットを説明する図である。
図１９はＯＳ更新イメージとＡＰ更新セットを説明する図である。
図２１は差分情報管理マネージャの動作の流れを示す図である。
【００９１】
　計算機５の最大差分情報取得手段５４６は、計算機１のＯＳ差分情報１５と計算機２の
ＯＳ差分情報２５と計算機４のＯＳ差分情報４５との比較を行う（図２１のステップＤ１
）。
【００９２】
　計算機１と計算機２と計算機４との間で最も変更量の多いＯＳの差分情報（図１７のＯ
Ｓ最大差分情報５５１）と計算機１に固有な差分情報（図１７のＯＳ固有差分情報５５２
）と計算機２に固有な差分情報（図１７のＯＳ固有差分情報５５３）と計算機４に固有な
差分情報（図１７のＯＳ固有差分情報５５４）とを取得する（図２１のステップＤ２）。
そして、計算機５に格納する。
【００９３】
　同様に、最大差分情報取得手段５４６は、計算機１のＡＰ差分情報１６と計算機２のＡ
Ｐ差分情報２６と計算機４のＡＰ差分情報４６との比較を行う（図２１のステップＤ３）
。
【００９４】
　計算機１と計算機２と計算機４との間で最も変更量の多いＡＰの差分情報（図１７のＡ
Ｐ最大差分情報５６１）と計算機１に固有な差分情報（図１７のＡＰ固有差分情報５６２
）と計算機２に固有な差分情報（図１７のＡＰ固有差分情報５６３）と計算機４に固有な
差分情報（図１７のＡＰ固有差分情報５６４）とを取得する（図２１のステップＤ４）。
そして、計算機５に格納する。
【００９５】
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　最大差分情報反映手段５４７は、ＯＳマスタイメージ３５に対しＯＳ最大差分情報５５
１を反映させ、ＯＳ更新イメージ５７を作成する（図２１のステップＤ５、図１８参照）
。そして、計算機５に格納する。
【００９６】
　同様に、最大差分情報反映手段５４７は、ＡＰマスタセット３６に対しＡＰ最大差分情
報５６１を反映させ、ＡＰ更新セット５８を作成する（図２１のステップＤ６、図１８参
照）。そして、計算機５に格納する。
【００９７】
　既に、計算機５上にＯＳ更新イメージ５７またはＡＰ更新セット５８が存在する場合は
、ＯＳ更新イメージ５７に対しＯＳ最大差分情報５５１を反映し、改めてＯＳ更新イメー
ジ５７を更新する（図１９参照）。
【００９８】
　同様に、ＡＰ更新セット５８に対しＡＰ最大差分情報５６１を反映し、ＡＰ更新セット
５８も更新する（図１９参照）。
【００９９】
　次に、ＯＳイメージとＡＰセットを作成して配布するまでの動作について、図１３～図
１４，図２０および図２２を用いて詳細に説明する。
図２０はＯＳイメージとＡＰセットを説明する図である。
【０１００】
　例えば、計算機４において何らかの障害が発生すると、計算機４は計算機５に通報する
。差分情報管理マネージャ５４の差分情報反映手段３４５は、ＯＳ更新イメージ５７に対
しＯＳ固有差分情報５５４を反映する（図１３のステップＣ１）。そして、計算機４に格
納されていたオペレーティングシステムの複製を作成する（図２０のＯＳイメージ５７１
）。
【０１０１】
　ＯＳイメージ配布手段３４２は、計算機４に対し、ＯＳイメージ５７１を配布する（図
１３のステップＣ２）。
【０１０２】
　差分情報反映手段３４５は、ＡＰ更新セット５８に対しＡＰ固有差分情報５６４を反映
する（図１３のステップＣ３）。そして、計算機４上で稼動していたアプリケーションセ
ットを作成する（図２０のＡＰセット５８１）。
【０１０３】
　ＡＰセット配布手段３４３は、計算機４に対し、ＡＰセット５８１を配布する（図１３
のステップＣ４）。
【０１０４】
　計算機４で障害が発生した場合、以上の処理を行なうことで計算機４で稼動していたオ
ペレーティングシステムとアプリケーションを復旧することができる。
【０１０５】
　本実施例で説明したように、配布の対象となる計算機がＮ個となっても、複数の計算機
間で生じる差分情報の最大変更情報を、常にマスタイメージに対し更新することで固有差
分情報の反映処理の低減をはかることができる。
【０１０６】
　次に、本発明の第３の実施例について説明する。
【０１０７】
　先ず、本発明の第３の実施例の構成について、図２および図２３を用いて詳細に説明す
る。
図２３は本発明の第３の実施例の構成を示す図である。
【０１０８】
　図２３を参照すると、本発明の第３の実施例は、計算機１と、計算機２と、計算機４と
、計算機３とを備えている。計算機１と計算機２と計算機４と計算機３とは、ネットワー
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クで接続されている。なお、本例では、計算機３が配布装置であり、計算機１と計算機２
と計算機４とが配布対象装置である。
【０１０９】
　次に、本発明の第３の実施例の動作について、図面を用いて詳細に説明する。
【０１１０】
　先ず、差分情報からＯＳ更新イメージとＡＰ更新セットを作成するまでの動作について
、図２，図１２，図２３～図２５，図２７～図２８および図３０を用いて詳細に説明する
。
図２４は共通差分情報と固有差分情報を説明する図である。
図２５はＯＳ更新イメージを説明する図である。
図２７はＯＳ更新イメージを説明する図である。
図２８はＡＰ更新セットを説明する図である。
図３０はＡＰ更新セットを説明する図である。
【０１１１】
　なお、計算機３は、計算機１からＯＳ差分情報１５とＡＰ差分情報１６とを、計算機２
からＯＳ差分情報２５とＡＰ差分情報２６とを、計算機４からＯＳ差分情報４５とＡＰ差
分情報４６とを受信して、外部記憶装置３３等に保持しているものとする。
【０１１２】
　計算機３の共通差分情報取得手段３４６は、計算機１のＯＳ差分情報１５と計算機２の
ＯＳ差分情報２５との比較を行う（図１２のステップＢ１）。
【０１１３】
　計算機１と計算機２に共通なＯＳの差分情報（ＯＳ共通差分情報３５１）と計算機１に
固有な差分情報（ＯＳ固有差分情報３５２）と計算機２に固有な差分情報（ＯＳ固有差分
情報３５３）とを取得する（図１２のステップＢ２、図２４参照）。そして、計算機３に
格納する。
【０１１４】
　同様に、共通差分情報取得手段３４６は、計算機２のＯＳ差分情報２５と計算機４のＯ
Ｓ差分情報４５との比較を行う（図１２のステップＢ１）。
【０１１５】
　計算機２と計算機４に共通なＯＳの差分情報（ＯＳ共通差分情報３５４）と計算機２に
固有な差分情報（ＯＳ固有差分情報３５５）と計算機４に固有な差分情報（ＯＳ固有差分
情報３５６）とを取得する（図１２のステップＢ２、図２４参照）。そして、計算機３に
格納する。
【０１１６】
　共通差分情報取得手段３４６は、計算機１のＡＰ差分情報１６と計算機２のＡＰ差分情
報２６の比較を行う（図１２のステップＢ３）。
【０１１７】
　計算機１と計算機２に共通なＡＰの差分情報（ＡＰ共通差分情報３６１）と計算機１に
固有な差分情報（ＡＰ固有差分情報３６２）と計算機２に固有な差分情報（ＡＰ固有差分
情報３６３）とを取得する（図１２のステップＢ４、図２４参照）。そして、計算機３に
格納する。
【０１１８】
　同様に、共通差分情報取得手段３４６は、計算機２のＡＰ差分情報２６と計算機４のＡ
Ｐ差分情報４６の比較を行う（図１２のステップＢ３）。
【０１１９】
　計算機２と計算機４に共通なＡＰの差分情報（ＡＰ共通差分情報３６４）と計算機２に
固有な差分情報（ＡＰ固有差分情報３６５）と計算機４に固有な差分情報（ＡＰ固有差分
情報３６６）とを取得する（図１２のステップＢ４、図２４参照）。そして、計算機３に
格納する。
【０１２０】
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　共通差分情報反映手段３４７は、ＯＳマスタイメージ３５に対し、ＯＳ共通差分情報３
５１を反映してＯＳ更新イメージ３７０を作成し、ＯＳ共通差分情報３５４を反映してＯ
Ｓ更新イメージ３７１を作成する（図２１のステップＢ５、図２５参照）。そして、計算
機３に格納する。
【０１２１】
　同様に、共通差分情報反映手段３４７は、ＡＰマスタセット３６に対し、ＡＰ共通差分
情報３６１を反映してＡＰ更新セット３８０を作成し、ＡＰ共通差分情報３６４を反映し
てＡＰ更新セット３８１を作成する（図２１のステップＢ６、図２８参照）。そして、計
算機３に格納する。
【０１２２】
　既に、計算機３上にＯＳ更新イメージ３７０またはＯＳ更新セット３７１が存在する場
合、共通差分情報反映手段３４７は、ＯＳ更新イメージ３７０に対しＯＳ共通差分情報３
５１を反映してＯＳ更新イメージ３７０を更新し、ＯＳ更新イメージ３７１に対しＯＳ共
通差分情報３５４を反映してＯＳ更新イメージ３７１を更新する（図２７参照）。
【０１２３】
　同様に、計算機３上にＡＰ更新セット３８０またはＡＰ更新セット３８１が存在する場
合、共通差分情報反映手段３４７は、ＡＰ更新セット３８０に対しＡＰ共通差分情報３６
１を反映してＡＰ更新セット３８０を更新し、ＡＰ更新セット３８１に対しＡＰ共通差分
情報３６４を反映してＡＰ更新セット３８１を更新する（図３０参照）。
【０１２４】
　次に、ＯＳイメージとＡＰセットを作成して配布するまでの動作について、図２，図１
３，図２３，図２６および図２９を用いて詳細に説明する。
図２６はＯＳイメージを説明する図である。
図２９はＡＰセットを説明する図である。
【０１２５】
　例えば、計算機１と計算機４において何らかの障害が発生すると、差分情報管理マネー
ジャ３４の差分情報反映手段３４５は、ＯＳ更新イメージ３７０に対しＯＳ固有差分情報
３５２を反映し、ＯＳ更新イメージ３７１に対しＯＳ固有差分情報３５６を反映する（図
１３のステップＣ１）。そして、計算機１に格納されていたオペレーティングシステムの
複製（図２６のＯＳイメージ３７２）と計算機４に格納されていたオペレーティングシス
テムの複製（図２６のＯＳイメージ３７３）を作成する。
【０１２６】
　ＯＳイメージ配布手段３４２は、計算機１に対しＯＳイメージ３７２を配布し、計算機
４に対しＯＳイメージ３７３を配布する（図１３のステップＣ２）。
【０１２７】
　差分情報反映手段３４５は、ＡＰ更新セット３８０に対しＡＰ固有差分情報３６２を反
映し、ＡＰ更新セット３８１に対しＡＰ固有差分情報３６６を反映する（図１３のステッ
プＣ３）。そして、計算機１上で稼動していたアプリケーションセット（図２９のＡＰセ
ット３８２）と計算機４上で稼動していたアプリケーションセット（図２９のＡＰセット
３８３）を作成する。
【０１２８】
　ＡＰセット配布手段３４３は、計算機１に対しＡＰセット３８２を配布し、計算機４に
対しＡＰセット３８３を配布する（図１３のステップＣ４）。
【０１２９】
　以上の処理を行なうことで、計算機１および計算機４で障害が発生した場合、複数のＯ
Ｓ更新イメージとＡＰ更新セットを計算機３上に保持しておくことにより、計算機１およ
び計算機４で稼動していたオペレーティングシステムとアプリケーションを復旧すること
ができる。
【０１３０】
　本発明による上述した実施の形態において、配布装置の処理動作を実行するためのプロ
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グラム等を、データとして配布装置の磁気ディスクやＲＯＭ等の記録媒体（図示せず）に
記録するようにし、記録されたデータを読み出して配布装置を動作させるために用いる。
このように、本発明による配布装置を動作させるデータを記録媒体に記録させ、この記録
媒体をインストールすることにより配布装置の機能が実現できるようになる。
【産業上の利用可能性】
【０１３１】
　本発明によれば、一般に薄型サーバあるいはブレードサーバと呼称されるハードウェア
構成をもったコンピュータが同一筐体内に多数搭載されている計算機システムに対するオ
ペレーティングシステムおよびアプリケーションの再インストールの迅速化を実現するた
めのプログラムといった用途などに適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１３２】
【図１】本発明の第１の実施例の構成を示す図
【図２】差分情報管理エージェント／マネージャの構成を示す図
【図３】計算機１および計算機２を説明する図
【図４】計算機３を説明する図
【図５】共通差分情報と固有差分情報を説明する図
【図６】計算機３を説明する図
【図７】ＯＳ更新イメージとＡＰ更新セットを説明する図
【図８】ＯＳ更新イメージとＡＰ更新セットを説明する図
【図９】計算機３を説明する図
【図１０】ＯＳイメージとＡＰセットを説明する図
【図１１】差分情報管理エージェントの動作の流れを示す図
【図１２】差分情報管理マネージャの動作の流れを示す図
【図１３】差分情報管理マネージャの動作の流れを示す図
【図１４】本発明の第２の実施例の構成を示す図
【図１５】計算機１，計算機２および計算機４を説明する図
【図１６】計算機５を説明する図
【図１７】最大差分情報と固有差分情報を説明する図
【図１８】ＯＳ更新イメージとＡＰ更新セットを説明する図
【図１９】ＯＳ更新イメージとＡＰ更新セットを説明する図
【図２０】ＯＳイメージとＡＰセットを説明する図
【図２１】差分情報管理マネージャの動作の流れを示す図
【図２２】差分情報管理エージェント／マネージャの構成を示す図
【図２３】本発明の第３の実施例の構成を示す図
【図２４】共通差分情報と固有差分情報を説明する図
【図２５】ＯＳ更新イメージを説明する図
【図２６】ＯＳイメージを説明する図
【図２７】ＯＳ更新イメージを説明する図
【図２８】ＡＰ更新セットを説明する図
【図２９】ＡＰセットを説明する図
【図３０】ＡＰ更新セットを説明する図
【符号の説明】
【０１３３】
　１　　計算機
　２　　計算機
　３　　計算機
　４　　計算機
　５　　計算機
　１１　　主記憶装置
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　１２　　中央演算処理装置
　１３　　外部記憶装置
　１４　　差分情報管理エージェント
　１５　　ＯＳ差分情報
　１６　　ＡＰ差分情報
　２１　　主記憶装置
　２２　　中央演算処理装置
　２３　　外部記憶装置
　２４　　差分情報管理エージェント
　２５　　ＯＳ差分情報
　２６　　ＡＰ差分情報
　３１　　主記憶装置
　３２　　中央演算処理装置
　３３　　外部記憶装置
　３４　　差分情報管理マネージャ
　３５　　ＯＳマスタイメージ
　３６　　ＡＰマスタセット
　３７　　ＯＳ更新イメージ
　３８　　ＡＰ更新セット
　３９　　ＯＳイメージ
　４０　　ＡＰセット
　４１　　主記憶装置
　４２　　中央演算処理装置
　４３　　外部記憶装置
　４４　　差分情報管理エージェント
　４５　　ＯＳ差分情報
　４６　　ＡＰ差分情報
　５４　　差分情報管理マネージャ
　５７　　ＯＳ更新イメージ
　５８　　ＡＰ更新セット
　１４１　　差分情報管理手段
　１４２　　ＯＳ差分情報取得手段
　１４３　　ＡＰ差分情報取得手段
　１４４　　差分情報送信手段
　２４１　　差分情報管理手段
　２４２　　ＯＳ差分情報取得手段
　２４３　　ＡＰ差分情報取得手段
　２４４　　差分情報送信手段
　３４１　　差分情報管理手段
　３４２　　ＯＳイメージ配布手段
　３４３　　ＡＰセット配布手段
　３４４　　差分情報受信手段
　３４５　　差分情報反映手段
　３４６　　共通差分情報取得手段
　３４７　　共通差分情報反映手段
　３５１　　ＯＳ共通差分情報
　３５２　　ＯＳ固有差分情報
　３５３　　ＯＳ固有差分情報
　３５４　　ＯＳ共通差分情報
　３５５　　ＯＳ固有差分情報
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　３５６　　ＯＳ固有差分情報
　３６１　　ＡＰ共通差分情報
　３６２　　ＡＰ固有差分情報
　３６３　　ＡＰ固有差分情報
　３６４　　ＡＰ共通差分情報
　３６５　　ＡＰ固有差分情報
　３６６　　ＡＰ固有差分情報
　３７０　　ＯＳ更新イメージ
　３７１　　ＯＳ更新イメージ
　３７２　　ＯＳイメージ
　３７３　　ＯＳイメージ
　３８０　　ＡＰ更新セット
　３８１　　ＡＰ更新セット
　３８２　　ＡＰセット
　３８３　　ＡＰセット
　４４１　　差分情報管理手段
　４４２　　ＯＳ差分情報取得手段
　４４３　　ＡＰ差分情報取得手段
　４４４　　差分情報送信手段
　５４６　　最大差分情報取得手段
　５４７　　最大差分情報反映手段
　５５１　　ＯＳ最大差分情報
　５５２　　ＯＳ固有差分情報
　５５３　　ＯＳ固有差分情報
　５５４　　ＯＳ固有差分情報
　５６１　　ＡＰ最大差分情報
　５６２　　ＡＰ固有差分情報
　５６３　　ＡＰ固有差分情報
　５６４　　ＡＰ固有差分情報
　５７１　　ＯＳイメージ
　５８１　　ＡＰセット
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